
特定生産緑地の指定(諮問)

議案第２号 １



生産緑地法第10条の２

意見聴取
(諮問)

■特定生産緑地の指定 ２

所有者
の申出

特定生産緑
地の指定

（生産緑地法第１０条の２第１項の抜粋）
申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち，当該申出基
準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の
形成を図る上で特に有効であると認められ，当該生産緑地に係る農
地等利害関係人（所有権及び地上権，賃借権等を有する者）の同意
が得られたものを特定生産緑地として指定する。

（生産緑地法第１０条の２第３項の抜粋）
都市計画審議会の意見を聴かなければならないもの。

本審議会の目的



１．生産緑地制度の概要
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■相続税等 ： 納税猶予の適用
■固定資産税等 ： 農地課税

決定

３０年
(申出基準日)

営農の義務

更に１０年間継続

■特定生産緑地制度について ３

特定生産緑地の指定

４０年

特定生産緑地に指定



１．生産緑地制度の概要
２■これまでの特定生産緑地指定状況について

平成５年
令和６年
１２/１６

特定生産緑地指定
２５９地区
７３．５９ha

生産緑地地区決定
１地区
０．０２ha

特定生産緑地指定
１地区
０．０２ha

３０年

３０年

R６年度の特定生産緑地指定は１地区のみ

平成４年
１１/２４

平成６年
１２/１６

令和４年
１１/２４

４

生産緑地地区決定
３７１地区
１１８．０３ha

１０年

１０年



■対象生産緑地について ５

１３０号篠籠田字小町第１生産緑地地区

位置図

今回指定部分：１３０号篠籠田字小町
第１生産緑地地区 ０．０２ha

拡大図

既指定：１３０号篠籠田字小町
第１生産緑地地区 ０．６２ha

豊四季駅

柏駅

国道１６号

国道６号

北柏駅

南柏駅

新柏駅

新規指定
既指定



■生産緑地現況写真 ６

撮影日：令和６年４月２６日

１３０号篠籠田字小町第１生産緑地地区

撮影
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特定生産緑地の指定(諮問)

議案第２号 ８

以上となります。
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